
書類の入手先

□ 中能登町の様式1

□ 住民窓口課
（法人の場合は、法務局）

□ １点で可

□ 上記がない場合、
２点必要

□ 税務課

□

　　金沢地方法務局
　　　　七尾支局
※未登記の場合は税務課
※土地の登記事項証明書は
金沢地方法務局七尾支局

□ 中能登町の様式2

□ 中能登町の様式3

必要となる場合 書類の入手先

1
申請者以外が窓口に書類
を持ってこられる場合や解
体の立会をする場合など

中能登町の様式4

□
解体する建物の所有者が
複数いる場合や、死亡して
いる場合

中能登町の様式5

□
現地立会の結果、足場を設
定するなど解体作業に隣接
地の了解が必要な場合

中能登町の様式6

□ 解体する建物に抵当権等
が設定されている場合 中能登町の様式7

□ 入居者の残置物がある場
合 中能登町の様式8

□
解体する建物の所有者が
未成年者であり、法定代理
人（親）が申請をする場合

戸籍謄本
（本籍地の役所）

□
解体する建物の所有者が
成年被後見人であり、成年
後見人が申請をする場合

金沢地方法務局
七尾支局　など

□ 解体する建物の所有者が
死亡している場合

戸籍謄本・除籍謄本に
ついては本籍地の役所

□
建物の所有者が中小企業
基本法第２条に規定する中
小企業者の場合

金沢地方法務局
七尾支局

個別の状況により、上記以外の必要書類の提出をお願いすることがあります。

申請時に必要な書類

　　　　　　　　　　　　　公費解体　※申請期限：令和7年3月31日

各発行機関

場合により必要な書類

国民健康保険，健康保険，船員保険もしくは介護保険の被保険者証，共済組合員証，
国民年金手帳，国民年金・厚生年金保険・共済年金・恩給の証書，学生証，社員証，
その他 顔写真なしの官公署発行の資格証等

り災（被災）証明書（写し）

登記事項証明書（全部事項）　（現在の建物所有者が記載されているもの）　【原本】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜1月1日（発災日）以降のもの＞

　　※建物が未登記の場合は、固定資産税（評価・課税）証明書でも代用できます。
　　※課税証明記載なしの場合、土地の登記事項証明書

建物配置図
　 解体する建物等を明記してください。　※手書きでも可

被災状況が分かる写真　※現像写真を様式３に貼付又はパソコンから印刷してください

必要書類一覧表

成年後見登記の登記事項証明書【原本】

所有者（未成年者）と法定代理人（親）の親子関係が分かる戸籍謄本等【原本】

商業・法人登記簿謄本  （資本金が分かるもの）【原本】
　＜１月１日（発災日）以降のもの＞

相続したことが分かる書類一式
　
　・相続関係図　・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および
　　相続人全員の現在の戸籍
　・公正証書遺言書　・遺産分割協議書　など

委任状　　　＜実印押印・印鑑証明書の添付が必要＞

同意書（建物に関する権利設定者）　＜実印押印・印鑑証明書の添付が必要＞
　※金融機関等が権利関係者の場合は、印鑑証明書不要

同意書（隣接地所有者）

同意書（借家人）

同意書（共有者，相続権者）

　・解体する建物の所有者が複数いる場合は申請者以外の所有者分が必要
　・解体する建物の所有者が死亡している場合は全ての相続人分が必要

チ
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必要な書類

公費解体の申請書　　＜実印の押印が必要＞

印鑑登録証明書（法人の場合は、印鑑証明書）　【原本】　＜1月1日（発災日）以降のもの＞
※印鑑登録証明書発行の際には、印鑑登録証（印鑑登録した際に発行）が必要

申請者の身分証明書（写し）
※申請の提出を委任する場合は受任者の身分証明書

運転免許証，パスポート，在留カード，個人番号カード，
その他（国、地方公共団体の機関が発行した身分証明書のうち顔写真付のもの）



様式の入手先

□ 中能登町の申請様式1

□ 住民窓口課
（法人の場合は、法務局）

□ １点で可

□ 上記がない場合、
２点必要

□ 税務課

□

　　金沢地方法務局
　　　　七尾支局
※未登記の場合は税務課
※土地の登記事項証明書は
熊本地方 法務局人吉支局

□ 中能登町の申請様式2

□ 中能登町の申請様式3

□ 損壊家屋等解体撤去工事費用内訳書 中能登町の申請様式6

□ 申請者
又は業者が発行

□ 業者が発行

□ 業者が発行

□ 業者が発行

□ 業者が発行

必要な書類 必要となる場合 書類の入手先

□
申請者以外が窓口に書類
を持ってこられる場合や解
体の立会をする場合など

中能登町の申請様式4

□
解体する建物の所有者が
複数いる場合や、死亡して
いる場合

中能登町の申請様式5

□ 解体する建物の所有者が
死亡している場合

戸籍謄本・除籍謄本に
ついては本籍地の役所

□
建物の所有者が中小企業
基本法第２条に規定する中
小企業者の場合

金沢地方法務局
七尾支局

個別の状況により、上記以外の必要書類の提出をお願いすることがあります。

領収書（写し）

自費解体　 ※申請期限：令和6年8月31日（同年6月30日
までに契約したものに限る）

マニフェスト伝票（Ｅ票）（写し）

登記事項証明書（全部事項）　（現在の建物所有者が記載されているもの）　【原本】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜1月1日（発災日）以降のもの＞

　　※建物が未登記の場合は、固定資産税（評価・課税）証明書でも代用できます。
　　※課税証明記載なしの場合、土地の登記事項証明書

建物配置図
　 解体する建物等を明記してください。　※手書きでも可

被災状況が分かる写真　※現像写真をA4用紙に貼付又はパソコンから印刷してください

解体写真
※各工程（前中後）の写真

契約書（写し）
※注文書と請書のセットでも代用可

印鑑登録証明書（法人の場合は、印鑑証明書）　【原本】　＜1月1日（発災日）以降のもの＞
※印鑑登録証明書発行の際には、印鑑登録証（印鑑登録した際に発行）が必要

必要書類一覧表
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商業・法人登記簿謄本  （資本金が分かるもの）【原本】
　＜1月1日（発災日）以降のもの＞

相続したことが分かる書類一式
　
　・相続関係図　・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および
　　相続人全員の現在の戸籍
　・公正証書遺言書　・遺産分割協議書　など

同意書（共有者，相続権者）

　・解体する建物の所有者が複数いる場合は申請者以外の所有者分が必要
　・解体する建物の所有者が死亡している場合は全ての相続人分が必要

場合により必要な書類

委任状　　＜実印押印・印鑑証明書の添付が必要＞

各発行機関

申請時に必要な書類

自費解体費用償還の申請書　＜実印の押印が必要＞　

申請者の身分証明書（写し）　　※申請の提出を委任する場合は受任者の身分証明書

運転免許証，パスポート，在留カード，個人番号カード，
その他（国、地方公共団体の機関が発行した身分証明書のうち顔写真付のもの）

国民健康保険，健康保険，船員保険もしくは介護保険の被保険者証，共済組合員証，
国民年金手帳，国民年金・厚生年金保険・共済年金・恩給の証書，学生証，社員証，
その他 顔写真なしの官公署発行の資格証等

り災（被災）証明書（写し）

内訳明細書（写し）　【申請様式6との金額整合の確認】


